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27 条－39 

二十七条－参考 9 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料】  
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27 条－40 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料】  
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27 条－41 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料】  
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27 条－42 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料】  
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27 条－43 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料】  
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27 条－44 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料】  
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27 条－45 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料】  
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27 条－46 

二十七条－参考 10 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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27 条－47 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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27 条－48 

二十七条－参考 11 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について  

補足説明資料」】  
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27 条－49 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋換気系について」】
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27 条－50 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋換気系について」】
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27 条－51 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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27 条－52 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について  

補足説明資料」】  
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27 条－53 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について  

補足説明資料」】  
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27 条－54 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について  
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28 条補足説明資料 

放射性廃棄物の貯蔵施設 
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28 条－1 

1. 要求事項 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（放射性廃棄物の貯蔵施設） 

第二十八条 工場等には、次に掲げると

ころにより、発電用原子炉施設において

発生する放射性廃棄物を貯蔵する施設

（安全施設に係るものに限る。）を設けな

ければならない。 

 

第２８条（放射性廃棄物の貯蔵施設） 

１ 第２８条に規定する「発電用原子炉施

設において発生する放射性廃棄物を

貯蔵する」とは、将来的に発電用原子

炉施設から発生する放射性固体廃棄

物の発生量及び搬出量を考慮して放

射性固体廃棄物を貯蔵及び管理でき

ることをいう。 

適合対象 

(2.1 に既許可の

設計方針に示す

貯蔵能力を超え

ずに管理できる

ことを示す。) 

一 放射性廃棄物が漏えいし難いもの

とすること。 

二 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する

設備を設けるものにあっては、放射性

廃棄物による汚染が広がらないものと

すること。 

 適合対象 

(2.2 に圧縮減容

された廃棄物を

貯蔵する際の漏

えいし難く汚染

が広がらない方

針 に つ い て 示

す。) 
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28 条－2 

2. 適合のための設計方針 

 「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計方針

を示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第二十八条第１項について 

 不燃性雑固体廃棄物を貯蔵する施設は，「固体廃棄物貯蔵庫」と固体廃棄物

作業建屋の「廃棄体搬出作業エリア」であり，それぞれの圧縮減容装置の設置

時における設計方針等について以下のとおり説明する。 

(1) 固体廃棄物貯蔵庫 

 既許可における設計方針 

既許可において，固体廃棄物貯蔵庫は，固体状の放射性廃棄物の発生量の

約 10 年分以上を貯蔵保管する能力として，200L ドラム缶 73,000 本の貯蔵

能力を有する設計としている。 

【二十八条－参考 1】 

 

 圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関

する審査指針」における「放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）を有する固体

廃棄物処理系に属する設備」に該当するが，放射性廃棄物を貯蔵しない。 

圧縮減容装置は固体廃棄物作業建屋に設置する設計であり，異なる建屋で

ある固体廃棄物貯蔵庫の貯蔵能力に影響しない。 

圧縮減容装置の導入有無それぞれの場合について，固体廃棄物貯蔵庫の保

管量の推移予測を第 28－1 図に示す。 
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28 条－3 

東海第二発電所の維持管理に伴い定常的に発生する放射性廃棄物に加え，

今後，新規制基準へ適合するために必要な設備の設置や大型機器取替等の定

期検査期間中に実施する工事により可燃性及び不燃性の放射性固体廃棄物が

発生する。 

東海第二発電所においては，雑固体廃棄物焼却設備による可燃物の焼却及

び雑固体減容処理設備による不燃物の溶融等の所内処理，日本原燃（株）低

レベル放射性廃棄物埋設センター（以下「埋設施設」という。）への搬出並

びに今後は加えて東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所への搬出等を行い，

可能な限り放射性固体廃棄物の低減を行っていく。 

しかし，埋設施設への搬出量は他社との調整等により変動すること，所内

処理量以上の放射性固体廃棄物が発生する可能性があること等を考慮する

と，保管量は，固体廃棄物貯蔵庫の管理容量に漸近する見通しである。固体

廃棄物貯蔵庫は，その保管量が管理容量に逼迫すると，固体廃棄物貯蔵庫内

でのドラム缶等の配置換えが困難になり，移動等に制限がかかることにより

固体廃棄物貯蔵庫内での作業効率が損なわれることとなる。そのため，保管

量を可能な限り管理容量未満に収めて運用できるよう，不燃性の放射性固体

廃棄物の処理量を増やし，保管量の低減を図るため圧縮減容装置を導入する

必要がある。 

本装置を 2023 年度から使用した場合，2024 年度末時点での固体廃棄物貯

蔵庫の廃棄物保管量は約 1,200 本削減できる見込みであり，管理容量以下に

収めることが可能である。 

また，第 28－2 図に示すとおり，仮に圧縮減容装置の稼働時期が 2025 年

度まで延期したとしても，廃棄物の保管量を管理容量以下に収めることが可

能な見通しである。なお，本保管量の推移は，新規制基準へ適合するために

必要な設備の設置や大型機器取替等の施設定期検査期間中に実施する工事に
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28 条－4 

ついて，圧縮減容装置の稼働時期に関わらず，全て計画どおりに実施するこ

とを想定している。また，定常的に発生する維持管理廃棄物は，圧縮減容装

置の運用開始時期が遅れた場合は発生量が少ないまま推移する。 

さらに，想定より放射性廃棄物の発生量が多くなる場合も想定されるが，

各工事の実施時期の見直しを検討し，放射性廃棄物の保管量を管理容量内で

管理することが可能であり，発電所の運営に問題は生じない。 

なお，固体廃棄物貯蔵庫の保管容量が管理容量に漸近したとしても，今後

見込まれる固体廃棄物貯蔵庫の保管量は，貯蔵容量に対して十分な裕度を確

保している。 

上記により，既許可の設計方針に示す貯蔵能力を超えずに管理できること

から，圧縮減容装置の設置時における固体廃棄物貯蔵庫の設計は，本項に適

合する。 
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28 条－5 

 

第 28－1 図 固体廃棄物貯蔵庫保管量の推移予測 

 

第 28－2 図 圧縮減容装置の処理開始時期に応じた 

固体廃棄物貯蔵庫の保管量の推移予測  

注）2020 年度末までは実績値，2021 年度以降は予測値
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28 条－6 

(2) 固体廃棄物作業建屋 

 既許可における設計方針 

 既許可において，固体廃棄物作業建屋内の放射性廃棄物の貯蔵施設に該当

するのは，固体廃棄物を詰めたドラム缶を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する

ための検査及び搬出までの間保管する「廃棄体搬出作業エリア」としてい

る。 

「廃棄体搬出作業エリア」は，約 2,700m２の床面積を有しており，廃棄事

業者の廃棄施設へ搬出する船の積載量に相当する 200L ドラム缶で約 3,000

本を貯蔵保管する能力がある。 

【二十八条－参考 2】 

 

 圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関

する審査指針」における「放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）を有する固体

廃棄物処理系に属する設備」に該当するが，放射性廃棄物を貯蔵しない。 

圧縮減容装置は固体廃棄物作業建屋 1 階の「仕分け・切断作業エリア」に

設置されるため，固体廃棄物作業建屋の放射性廃棄物を貯蔵する施設に該当

する「廃棄体搬出作業エリア」の貯蔵能力に影響しない。 

また，固体廃棄物作業建屋の「廃棄体搬出作業エリア」においては，圧縮

減容装置を設置したとしても，固体状の放射性廃棄物の発生量と年間搬出計

画を基に保管量を 3,000 本に収まるように管理することが可能である。 

上記により，既許可の設計方針に示す貯蔵能力を超えずに管理できること

から，圧縮減容装置の設置時における固体廃棄物作業建屋の設計は，本項に

適合する。  
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28 条－7 

2.2 設置許可基準規則第二十八条第１項第１号及び第２号について 

 不燃性雑固体廃棄物を貯蔵する施設は，「固体廃棄物貯蔵庫」と固体廃棄物

作業建屋の「廃棄体搬出作業エリア」であり，それぞれの圧縮減容装置の設置

時における設計方針等について以下のとおり説明する。 

(1) 固体廃棄物貯蔵庫 

 既許可における設計方針 

 既許可において，固体廃棄物貯蔵庫を含む放射性廃棄物を貯蔵する施設

は，放射性廃棄物が漏えいし難い設計とするとともに，固体状の放射性廃棄

物を貯蔵する設備にあっては，放射性廃棄物による汚染が広がらない設計と

している。 

【二十八条－参考 3】 

 

 圧縮減容装置の設置時における設計方針 

  圧縮減容装置により作製され，固体廃棄物貯蔵庫に保管する廃棄体は，パ

ッキン付きの蓋をしたドラム缶等への保管により，ドラム缶等の外へ放射性

物質が漏えいし難い設計とするとともに，汚染が広がらない設計とする。 

したがって，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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28 条－8 

(2) 固体廃棄物作業建屋 

 既許可における設計方針 

「廃棄体搬出作業エリア」においては，固体廃棄物を詰めたドラム缶はパ

ッキン付きの蓋をして締め付けることにより封入され，開放することはない

ことから，ドラム缶の外へ放射性物質が漏出することはなく，汚染拡大防止

を考慮した設計としている。 

【二十八条－参考 4】 

 

 圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置により作製され，「廃棄体搬出作業エリア」に保管する廃棄

体は，パッキン付きの蓋をしたドラム缶への保管により，ドラム缶の外へ放

射性物質が漏えいし難い設計とするとともに，汚染が広がらない設計とす

る。 

したがって，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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28 条－9 

二十八条－参考 1 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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28 条－10 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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28 条－11 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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28 条－12 

二十八条－参考 2 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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28 条－13 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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28 条－14 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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28 条－15 

二十八条－参考 3 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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29 条補足説明資料 

工場等周辺における直接線等からの防護 
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29 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（工場等周辺における直接線等から

の防護） 

第二十九条 設計基準対象施設は、

通常運転時において発電用原子炉施設

からの直接線及びスカイシャイン線に

よる工場等周辺の空間線量率が十分に

低減できるものでなければならない。

第２９条（工場等周辺における直接線

等からの防護） 

１ 第２９条に規定する「工場等周辺

の空間線量率が十分に低減でき

る」とは、｢発電用軽水型原子炉施

設の安全審査における一般公衆の

線量評価について｣（平成元年３月

２７日原子力安全委員会了承）を

踏まえ、ALARA の考え方の下、空気

カ－マで１年間当たり 50 マイク

ログレイ以下（工場等内にキャス

クを設置する場合にあっては、工

場等内の他の施設からのガンマ線

とキャスクからの中性子及びガン

マ線とを合算し、実効線量で１年

間当たり 50 マイクロシ－ベルト

以下）となることを目標に、周辺

監視区域外における線量限度（１

年間当たり１ミリシ－ベルト）を

十分下回る水準となるよう施設を

設計することをいう。 

 

 

適合対象 

(2.1 に線量評価結

果に変更がないこ

とを示す。) 
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29 条－2 

2. 適合のための設計方針 

 「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計方針

を示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第二十九条第１項について 

既許可における設計方針 

既許可では，発電用原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線による空間線量率については，人の居住の可能性のある地域において空気

カ－マで 50μGy／y 以下となるよう遮蔽等を行う設計とし，一次遮蔽，二次遮

蔽及び燃料取扱遮蔽に加えて，廃棄物処理系等からの放射線から保護する補助

遮蔽を設置する設計としている。 

固体廃棄物を詰めたドラム缶等は，上記補助遮蔽が設置された固体廃棄物貯

蔵庫又は固体廃棄物作業建屋の廃棄体搬出作業エリアに貯蔵保管する設計とし

ている。 

【二十九条－参考 1】 

新規制基準適合に係る工事計画の計算書では，以下のとおり直接線及びスカ

イシャインガンマ線の評価を行い，周辺監視区域外の空間線量率が十分に低減

できる設計であることを確認している。 
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29 条－3 

表面線量率は，第 29－1 表に示す評価条件として設定している。 

【二十九条－参考 2】 

【二十九条－参考 3】 

【二十九条－参考 4】 

 

第 29－1 表 周辺監視区域外の空間線量率評価条件の表面線量率 

建屋名 評価条件の表面線量率 備考 

固体廃棄物貯蔵庫Ａ棟※１ 200mR／h － 

固体廃棄物貯蔵庫Ｂ棟※２ 
200mR／h(1 階，2 階） 

約 700mR／h(地下 1 階） 

地下１階に保管される廃棄物は焼

却灰を想定し，計算書では 0.96μCi

／cm３と設定 

固体廃棄物作業建屋※３ 

0.5mSv／h 
不燃性雑固体廃棄物の条件として

設定 

2.0mSv／h 
廃棄体搬出作業エリアにおける廃

棄体の条件として設定 

※１ 工事計画認可申請書（固体廃棄物貯蔵庫Ａ棟）（昭和 51 年 7 月 1 日申請） 

※２ 工事計画認可申請書（固体廃棄物貯蔵庫Ｂ棟）（昭和 57 年 4 月 2 日申請） 

※３ 工事計画届出書（固体廃棄物作業建屋）（平成 22 年 3 月 25 日届出） 

 

また，線源配置は第 29－1 図，線量率評価点は第 29－2 図として設定し，評

価を行っている。 

【二十九条－参考 4】 

【二十九条－参考 5】 

 

294



29 条－4 

 

第 29－1 図 計算に用いた線源（1／3） 
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29 条－5 

  

 

 

 

 

 

 

第 29－1 図 計算に用いた線源（2／3） 
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29 条－6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 29－1 図 計算に用いた線源（3／3） 
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29 条－7 

 

第 29－2 図 計算に用いた線量率評価点 
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29 条－8 

施設全体の直接線及びスカイシャインガンマ線の線量率評価結果を第 29－2

表に示す。 

施設全体の合計値は約 21μGy／年であり，50μGy／年以下となる基準を満

足している。 

【二十九条－参考 5】 

 

第 29－2 表 直接線及びスカイシャインガンマ線の線量率評価結果 

発電所 建屋名 
線量率評価値 

（μGy／年） 

東海第二

発電所 

原子炉建屋 ＜0.1 

タ－ビン建屋 18 

廃棄物処理建屋 ＜0.1 

固体廃棄物貯蔵庫Ａ 0.1 

固体廃棄物貯蔵庫Ｂ 0.5 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 1.5 

給水加熱器保管庫 ＜0.1 

固体廃棄物作業建屋 0.5 

合 計 21 

評価基準値 50 

（参考）東海発電所 7 

 

なお，使用済燃料乾式貯蔵設備からの中性子線については，人の居住の可能

性のある敷地境界外の線量率に与える影響は軽微であることから，線量限度で

ある 1mSv／年を十分下回る。 

【二十九条－参考 6】 
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29 条－9 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置により圧縮減容された不燃性雑固体廃棄物は，補助遮蔽が設置

された固体廃棄物貯蔵庫又は固体廃棄物作業建屋の廃棄体搬出作業エリアに貯

蔵保管されることとなるため，第 29－2 表に示される固体廃棄物貯蔵庫及び固

体廃棄物作業建屋の線量率評価結果への影響を確認する。 

なお，圧縮減容処理を行う廃棄物は，低レベルの不燃性雑固体廃棄物であり

中性子線を発生させるものではない。 

既許可において，圧縮減容装置を設置する仕分け・切断作業エリアにおいて

取り扱うドラム缶等の表面線量率は 0.5mSv／h と設定しており，圧縮減容処理

に伴い取り扱うドラム缶等の表面線量率も 0.5mSv／h と設定する。 

圧縮減容装置による圧縮減容処理により，圧縮減容された不燃性雑固体廃棄

物が発生し，固体廃棄物貯蔵庫や固体廃棄物作業建屋に保管されるものの，上

記の設計により，第 29－2 表に示す固体廃棄物貯蔵庫Ａ，固体廃棄物貯蔵庫Ｂ

及び固体廃棄物作業建屋の直接線及びスカイシャインガンマ線の線量率評価に

変更は生じない。 

上記の設計は，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであり，

本項に適合する。 

  

300



29 条－10 

二十九条－参考 1 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】 
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29 条－11 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】 
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29 条－12 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】 
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29 条－13 

二十九条－参考 2 

 

【工事計画認可申請書（昭和 51 年）（建建発第 56 号）】
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29 条－14 

 

【工事計画認可申請書（昭和 51 年）（建建発第 56 号）】
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29 条－15 

二十九条－参考 3 

 

【工事計画認可申請書（昭和 57 年）（発発発第 3 号）】 
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29 条－16 

 

【工事計画認可申請書（昭和 57 年）（発発発第 3 号）】 
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29 条－17 

二十九条－参考 4 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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29 条－18 

 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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29 条－19 

 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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29 条－20 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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29 条－21 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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29 条－22 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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29 条－23 

二十九条－参考 5 

 

【工事計画認可申請書（平成 26 年）（発室発第 35 号）】 

  

314



29 条－24 

 

【工事計画認可申請書（平成 26 年）（発室発第 35 号）】 
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29 条－25 

 

【工事計画認可申請書（平成 26 年）（発室発第 35 号）】 
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29 条－26 

二十九条－参考 6 

 

【平成 31 年 4 月 23 日面談資料 東海第二発電所使用済料乾式貯蔵建屋にお

ける敷地周辺での中性子の影響について】  

317



29 条－27 

 

【平成 31 年 4 月 23 日面談資料 東海第二発電所使用済料乾式貯蔵建屋におけ

る敷地周辺での中性子の影響について】 
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30 条補足説明資料 

放射線からの放射線業務従事者の防護 
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30 条－1 

1. 要求事項 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（放射線からの放射線業務従事者の防

護） 

第三十条 設計基準対象施設は、外部

放射線による放射線障害を防止する

必要がある場合には、次に掲げるも

のでなければならない。 

一 放射線業務従事者（実用炉規則

第二条第二項第七号に規定する

放射線業務従事者をいう。以下同

じ。）が業務に従事する場所にお

ける放射線量を低減できるもの

とすること。 

第３０条（放射線からの放射線業務従

事者の防護） 

１ 第１項第１号に規定する「放射線

量を低減できる」とは、ALARA の

考え方の下、放射線業務従事者の

作業性等を考慮して、遮蔽、機器

の配置、遠隔操作、放射性物質の

漏えい防止及び換気等、所要の放

射線防護上の措置を講じた設計を

いう。 

 

 

適合対象 

(2.1 に従事者の線

量を低減する方針

について示す。) 

二 放射線業務従事者が運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事

故時において、迅速な対応をする

ために必要な操作ができるもの

とすること。 

－ 

適合対象外 

(2.2 に設計基準事

故時等の対応に関

わらないため対象

外としたことを示

す。) 

２ 工場等には、放射線から放射線業務

従事者を防護するため、放射線管理

施設を設けなければならない。 

２ 第２項に規定する「放射線管理施

設」とは、放射線被ばくを監視及

び管理するため、放射線業務従事

者の出入管理、汚染管理及び除染

等を行う施設をいう。 

適合対象外 

(2.3 に出入管理等

を行う施設に関わ

らないため対象外

と し た こ と を 示

す。) 
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30 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

３ 放射線管理施設には、放射線管理に

必要な情報を原子炉制御室その他当

該情報を伝達する必要がある場所に

表示できる設備（安全施設に属する

ものに限る。）を設けなければならな

い。 

３ 第３項に規定する「必要な情報を

原子炉制御室その他当該情報を伝

達する必要がある場所に表示でき

る」とは、原子炉制御室において

放射線管理に必要なエリア放射線

モニタによる空間線量率を、また、

伝達する必要がある場所において

管理区域における空間線量率及び

空気中の放射性物質の濃度及び床

面等の放射性物質の表面密度をそ

れぞれ表示できることをいう。 

適合対象 

(2.4 に放射線管理

に必要な情報を表

示する方針につい

て示す。) 
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30 条－3 

2. 適合のための設計方針 

 「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計方針

を示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第三十条第１項第１号について 

既許可における設計方針 

 既許可では，固体廃棄物作業建屋は，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の

事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に基づいて管理

区域を定めるとともに通常運転時，定期検査時等において放射線業務従事者等

が受ける線量が線量限度を超えないようにし，さらに放射線業務従事者等の立

入場所における線量を合理的に達成できる限り低減できるよう放射線業務従事

者等の被ばくを低く抑えるために，遮蔽，機器の配置，遠隔操作，放射性物質

の漏えい防止，換気等，所要の放射線防護上の措置を講じた設計としている。 

 また，固体廃棄物作業建屋の仕分け・切断作業における放射線業務従事者の

年間想定被ばく線量は，ドラム缶等発生時の測定値平均 0.01mSv／h と年間最

大作業時間 2,000 時間（1 日 8 時間，週 40 時間で年間 50 週とする）から，約

20mSv を見込んでおり，これは「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関

する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められた放射線業務

従事者の線量限度である 1 年当たり 50mSv かつ 5 年当たり 100mSv を満足して

いる。 

【三十条－参考 1】 

【三十条－参考 2】
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30 条－4 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置による廃棄物処理に伴い放射線業務従事者の受ける線量を合理

的にできる限り低減できるように，立入頻度及び滞在時間を考慮した上で，放

射線業務従事者の被ばくが十分安全に管理できるよう放射性物質の漏えい防止

及び汚染の拡大防止措置等を講じる設計とする。 

 具体的には，圧縮減容装置は固体廃棄物作業建屋内に設置し，放射線業務従

事者の被ばくを低く抑えるよう後述の「補助遮蔽」，「機器の配置及び遠隔操

作」，「換気系，放射性物質の漏えい防止及び汚染の拡大防止措置」，「所要の放

射線防護上の措置」を講じる設計とする。なお，これらの措置等は，既許可に

おける適合のための設計方針を踏まえたものである。 

上記の措置により，圧縮減容装置の作業に従事する放射線業務従事者の放射

線量を低減できることを，類似作業である固体廃棄物作業建屋内の仕分け・切

断作業を選定の上，以下の評価により確認した。 

既許可の設計時では，仕分け・切断作業として 20mSv／年を想定していた

が，圧縮減容装置の設計に当たっては近年の実績値 0.02mSv／日（第 30－1 表

①）を，年間作業日数は 250 日（第 30－1 表②）を用いた。第 30－1 表に示す

評価の結果から，圧縮減容装置の作業に従事する放射線業務従事者の年間想定

被ばく線量は最大でも 1 年当たり 5mSv 程度と見込んでおり，放射線業務従事

者の線量限度である 1 年当たり 50mSv かつ 5 年当たり 100mSv を十分下回る。 

したがって，後述の「補助遮蔽」，「機器の配置及び遠隔操作」，「換気系，放

射性物質の漏えい防止及び汚染の拡大防止措置」，「所要の放射線防護上の措

置」を講じる設計は，既許可における適合のための設計方針を踏まえたもので

あり，本項に適合する。 
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30 条－5 

 

第 30－1 表 年間想定被ばく線量の評価 

項目 値 根拠 

①1 日当たりの被ばく線量 0.02mSv／日 2017～2019 年度の類似作

業の個人最大被ばく線量 

②年間作業日数 250 日 1 日 8 時間，週 40 時間で

年間 50 週 

年間想定被ばく線量 5mSv／年 ①×② 
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30 条－6 

(1) 補助遮蔽について 

 既許可における設計方針 

 既許可では，固体廃棄物作業建屋内に第 30－2 表の基準を満足する補助遮

蔽を設置し，固体廃棄物作業建屋の遮蔽設計上の区域区分を第 30－1 図のと

おりとしている。 

【三十条－参考 1】 

 

第30－2表 遮蔽設計基準 

区 分 
外部放射線に係る 

設計基準線量率 
例 

管理区域外 Ａ 0.0026mSv／h以下  

管理区域内 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

0.01  mSv／h未満 

0.05  mSv／h未満 

0.25  mSv／h未満 

1     mSv／h未満 

1     mSv／h以上 

一般通路 

機器・予備品エリア 

 

仕分け・切断作業エリア

廃棄体搬出作業エリア 
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30 条－7 

 

第 30－1 図  遮蔽設計上の区域区分 

               （固体廃棄物作業建屋 1,2,3 階平面） 
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30 条－8 

 固体廃棄物作業建屋の工事計画の計算書では，不燃性雑固体廃棄物の表面

線量率の評価条件は 0.5mSv／h と設定しており，計算に用いた線源配置及び

線量率評価点は第 30－2 図として設定している。 

 

【三十条－参考 3】 

第 30－2 図 計算に用いた線源配置及び線量率評価点（1／3） 
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30 条－9 

 

第 30－2 図 計算に用いた線源配置及び線量率評価点（2／3） 
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30 条－10 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置により圧縮減容された不燃性雑固体廃棄物は，補助遮蔽の設

置された「固体廃棄物貯蔵庫」又は固体廃棄物作業建屋の「廃棄体搬出作業

エリア」に貯蔵保管されることとなるため，第 30－2 表に示される遮蔽設計

基準への影響を確認する。 

既許可において，圧縮減容装置を設置する仕分け・切断作業エリアにおい

て取り扱うドラム缶等の表面線量率は 0.5mSv／h と設定しており，圧縮減容

処理に伴い取り扱うドラム缶等の表面線量率も 0.5mSv／h と設定する。 

上記の設計は，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであ

る。  

第 30－2 図 計算に用いた線源配置及び線量率評価点（3／3） 
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30 条－11 

 (2) 機器の配置及び遠隔操作 

 既許可における設計方針 

既許可では，固体廃棄物作業建屋は，放射線業務従事者の受ける線量を合

理的に達成できる限り低減できるように，線源からの遠隔又は距離を確保す

るために自動化，遠隔化を図った機器配置を行う設計としている。 

具体的には，比較的高線量の廃棄体を取り扱う廃棄体搬出作業エリアで行

う廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄するドラム缶の検査では，廃棄体検査装置の

制御盤をコンクリート壁で区画した部屋に設置し，操作の遠隔化を図るとと

もに線源となる廃棄体ドラム缶と隔離している。 

【三十条－参考 2】 

 圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は「(1) 補助遮蔽について」に示すとおり，取り扱うドラム

缶の表面線量率は十分低くなるよう 0.5mSv／h 以下とする。圧縮用ドラム缶

の圧縮減容装置への投入は線源となるドラム缶から離れた場所からクレーン

により行う設計とするとともに，圧縮減容装置の操作は，線源となるドラム

缶から離れた場所に設置する制御盤により自動で行う設計とする。 

圧縮減容装置は，仕分け・切断作業エリアに設置し，単独で動作する設備

のため，廃棄体搬出作業エリアに設置された廃棄体検査装置の機器配置や遠

隔操作の設計に影響はない。 

上記の設計は，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであ

る。 
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30 条－12 

(3) 換気系，放射性物質の漏えい防止及び汚染の拡大防止措置について 

 既許可における設計方針 

既許可において，「仕分け・切断作業エリア」内の壁，天井，扉により区画

された作業場は，固体廃棄物作業建屋の換気設備により負圧が維持されるた

め，外部に放射性物質が漏出することはない。この作業場は，4 回／h 以上の

換気能力を確保する設計としている。 

雑固体廃棄物を収納するドラム缶等を移動する際は，固体廃棄物をドラム

缶等の容器に収納し，パッキン付きの蓋を締めつけた状態で取り扱うことと

している。 

・ドラム缶：本体に蓋を載せ，専用のリング（バンド）を巻きつけ，バッ

クルで締め付けるか又はボルト締めする。 

・鉄箱：本体に蓋を載せ，ボルト締めする。 

ドラム缶等の容器をフォークリフト及び台車等を使用して移動する際は，

容器が落下して汚染を拡大させないよう，移動前にフォークリフトや台車へ

の積載状況確認及び容器の蓋の締め付け状況の確認を確実に行っている。 

【三十条－参考 4】 

【三十条－参考 5】 

 

 圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置は，固体廃棄物作業建屋 1 階の仕分け・切断作業エリア内の

壁，天井，扉により区画された作業場に設置する設計とする。この作業場は，

4 回／h 以上の換気能力を有する固体廃棄物作業建屋換気系により，空気中

に移行した放射性物質が速やかに浄化されその濃度が十分低下されるととも

に，負圧に保たれ外部に放射性物質が漏出しないよう設計する。 

 圧縮減容装置は，フードで囲い，フードからの排気は固体廃棄物作業建屋
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30 条－13 

換気系へ接続することによりフード内を負圧に維持し，放射性物質が散逸し

難い設計とする。 

圧縮減容された廃棄物を収納するドラム缶等を移動する際は，固体廃棄物

をドラム缶等の容器に収納し，パッキン付きの蓋を締めつけた状態で取り扱

う。 

・ドラム缶：本体に蓋を載せ，専用のリング（バンド）を巻きつけ，バッ

クルで締め付けるか又はボルト締めする。 

・鉄箱：本体に蓋を載せ，ボルト締めする。 

ドラム缶等の容器をフォークリフト及び台車等を使用して移動する際は，

容器が落下して汚染を拡大させないよう，移動前にフォークリフトや台車へ

の積載状況確認及び容器の蓋の締め付け状況の確認を確実に行う。 

上記の設計は，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであ

る。 
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30 条－14 

(4) 所要の放射線防護上の措置について 

 既許可における設計方針 

 既許可では，固体廃棄物作業建屋は管理区域として汚染区分Ｂ※に設定

し，放射線業務従事者の被ばく管理を行っている。 

※ 汚染区分 

汚染区分 
表面汚染密度 

（Bq／cm２） 

空気中放射性物質濃度

（Bq／cm３） 

Ａ 汚染のおそれなし 

Ｂ 4 以下 1×10-４以下 

Ｃ 40 以下 1×10-３以下 

Ｄ 40 超過 1×10-３超過 

 

【三十条－参考 6】 

 

 圧縮減容装置の設置時における設計方針 

 圧縮減容装置は管理区域として汚染区分Ｂに設定した固体廃棄物作業建屋

内に設置し，圧縮減容装置の作業に従事する放射線業務従事者に対しては，

既許可と同様の被ばく管理を行う。 

 被ばく管理の具体的な例を以下に示す。 

  ・仕分け・切断作業エリア内での汚染状況に応じた適切な放射線防護具

（マスク，汚染防護服）の着用（防護具の着用状況を第 30－3 図に

示す。） 

  ・放射線作業計画の事前承認 

  ・管理区域立入時間の制限 等 

  ・空気中の放射性物質濃度が放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度

限度の 1／10 を超えるか，又はそのおそれのある場合は，高性能粒子

フィルタ付き局所排風機を使用して作業を行う。 
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30 条－15 

上記の設計は，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

 

 

第 30－3 図 放射線防護具の着用状況 
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30 条－16 

2.2 設置許可基準規則第三十条第１項第２号について 

 既許可における設計方針 

中央制御室は，設計基準事故時においても中央制御室内にとどまり各種の操

作を行う運転員が「線量限度等を定める告示」に定められた限度を超える被ば

くを受けないように，遮蔽を設ける等の放射線防護措置を講じた設計としてい

る。 

【三十条－参考 7】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置の設置は，設計基準事故等の対応に係るものではないため，適

合対象外とする。 

 

2.3 設置許可基準規則第三十条第２項について 

 既許可における設計方針 

放射線業務従事者等の出入管理，個人被ばく管理及び汚染管理を行うため，

出入管理設備，個人被ばく管理関係設備及び汚染管理設備を設ける設計として

いる。 

【三十条－参考 8】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は，出入管理，汚染管理及び除染等を行う施設に係るものでは

ないため，適合対象外とする。 
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30 条－17 

2.4 設置許可基準規則第三十条第３項について 

既許可における設計方針 

既許可では，固体廃棄物作業建屋内にエリア・モニタを設置し，当該場所で

放射線レベルが確認できる指示計を設けるとともに，放射線レベルが設定値を

超えたときには，警報を発する設計としている。 

固体廃棄物作業建屋内の放射線業務従事者が頻繁に立ち入る場所について

は，定期的及び必要の都度，サーベイ・メータによる外部放射線量に係る空間

線量率，サンプリング等による空気中放射性物質の濃度及び床等の表面の放射

性物質の密度の測定を行うとともに，作業場所の入口付近等に空間線量率等の

必要な情報を表示する設計としている。 

【三十条－参考 9】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置の設置場所には，エリア・モニタを新規に設置し，当該場所で

放射線レベルが確認できる指示計を設けるとともに，放射線レベルが設定値を

超えたときには，警報を発する設計とする。 

上記エリア・モニタは，エリア内の空間線量率を中央制御室に指示記録し，

放射線レベルが設定値を超えたときには中央制御室に警報を発する設計とす

る。 

 圧縮減容装置を設置する箇所は，放射線業務従事者が頻繁に立ち入る場所で

あるため，圧縮減容処理に当たっては，定期的及び必要の都度，サーベイ・メ

ータによる外部放射線量に係る空間線量率，サンプリング等による空気中放射

性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度の測定を行うとともに，作業

場所の入口付近等に空間線量率等の必要な情報を表示する。 

上記の設計は，既許可における適合のための設計方針を踏まえたものであり，
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30 条－18 

本項に適合する。 
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30 条－19 

三十条－参考 1 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】

338



 

30 条－20 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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30 条－21 

三十条－参考 2 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について 

補足説明資料」】  
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30 条－22 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について 

補足説明資料」】  
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30 条－23 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について 

補足説明資料」】  
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30 条－24 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について 

補足説明資料」】 
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30 条－25 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について 

補足説明資料」】  
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30 条－26 

三十条－参考 3 

 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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30 条－27 

 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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30 条－28 

 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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30 条－29 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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30 条－30 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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30 条－31 

 

【工事計画届出書（平成 22 年）（発室発第 599 号）】 
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30 条－32 

三十条－参考 4 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について  

補足説明資料」】  
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30 条－33 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について  

補足説明資料」】  
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30 条－34 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について  

補足説明資料」】  
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30 条－35 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について  

補足説明資料」】  
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30 条－36 

二十七条－参考 5 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋換気系につい

て」】  
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30 条－37 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋換気系につい

て」】  
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30 条－38 

三十条－参考 6 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について  

補足説明資料」】  
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30 条－39 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置 

安全審査資料「東海・東海第二発電所 固体廃棄物作業建屋の設置について 

補足説明資料」】  
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30 条－40 

三十条－参考 7 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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30 条－41 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】

360



 

30 条－42 

三十条－参考 8 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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30 条－43 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 30 年） 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の設置並びに体制の整備等】
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30 条－44 

三十条－参考 9 

 

 

【原子炉設置変更許可申請書（平成 21 年）固体廃棄物作業建屋の設置】 
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技術的能力 1.0 共通事項 補足説明資料 
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技能－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

１．０共通事項 

（１）重大事故等対処設備に係る要

求事項 

①切替えの容易性 

発電用原子炉設置者において、本

来の用途以外の用途として重大

事故等に対処するために使用す

る設備にあっては、通常時に使用

する系統から速やかに切り替え

るために必要な手順等が適切に

定められているか、又は整備され

る方針が適切に示されているこ

と。 

 

― 

 

適合対象外 

（2.1 に示すとおり，

申請施設は重大事故

等に対処するための

重大事故等対処設備

の要求事項に係る設

備ではないため） 

②アクセスルートの確保 

発電用原子炉設置者において、想

定される重大事故等対処設備を

運搬し、又は他の設備の被害状況

を把握するため、工場又は事業所

（以下「工場等」という。）内の道

路及び通路が確保できるよう、実

効性の運用管理を行う方針であ

ること。 

―  
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技能－2 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

（２）復旧作業に係る要求事項 

①予備品の確保 

発電用原子炉設置者において、重

要安全施設（設置許可基準規則第

２条第９号に規定する重要安全

施設をいう。）の取替え可能な機

器及び部品などについて、適切な

予備品及び予備品への取替のた

めに必要な機材等を確保する方

針であること。 

１．「適切な予備品及び予備品への取替

のために必要な機材等」とは、気象条件

等を考慮した機材、ガレキ撤去等のた

めの重機及び夜間対応を想定した照明

機器等を含むこと。 

 

適合対象外 

（2.2 に示すとおり，

申請施設は予備品を

用いた復旧作業の要

求事項に係る設備で

はないため） 

②保管場所 

発電用原子炉設置者において、上

記予備品等を、外部事象の影響を

受けにくい場所に、位置的分散な

どを考慮して保管する方針であ

ること。 

―  

③アクセスルートの確保 

発電用原子炉設置者において、想

定される重大事故等が発生した

場合において、設備の復旧作業の

ため、工場等内の道路及び通路が

確保できるよう、実効性のある運

用管理を行う方針であること。 

―  
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技能－3 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

（３）支援に係る要求事項 

発電用原子炉設置者において、工

場等内であらかじめ用意された

手段（重大事故等対処設備、予備

品及び燃料等）により、事故発生

後７日間は事故収束対応を維持

できる方針であること。 

また、関係機関と協議・合意の上、

外部からの支援計画を定める方

針であること。 

さらに、工場等外であらかじめ用

意された手段（重大事故等対処設

備、予備品及び燃料等）により、

事象発生後６日間までに支援を

受けられる方針であること。 

― 適合対象外 

（2.3 に示すとおり，

申請施設は外部から

の支援の要求事項に

係る設備ではないた

め） 
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技能－4 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

（４）手順書の整備、訓練の実施及

び体制の整備 

発電用原子炉設置者において、重

大事故等に的確かつ柔軟に対処

できるよう、あらかじめ手順書を

整備し、訓練を行うとともに人員

を確保する等の必要な体制の適

切な整備が行われているか、又は

整備される方針が適切に示され

ていること。 

１．手順書の整備は、以下によること。

ａ）発電用原子炉設置者において、全て

の交流動力電源及び常設直流電源系

統の喪失、安全系の機器若しくは計測

器類の多重故障又は複数号機の同時

被災等を想定し、限られた時間の中に

おいて、発電用原子炉施設の状態の把

握及び実施すべき重大事故等につい

て適切な判断を行うため、必要なとな

る情報種類、その入手の方法及び判断

基準を整理し、まとめる方針であるこ

と。 

適合対象外 

（2.4 に示すとおり，

申請施設は手順書の

整備、訓練の実施及び

体制の整備の要求事

項に係る設備ではな

いため） 

ｂ）発電用原子炉設置者において、炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防ぐために最優先すべき操作

等の判断基準をあらかじめ明確化す

る方針であること（ほう酸水注入系

（ＳＬＣＳ）、海水及び格納容器圧力

逃がし装置の使用を含む。） 
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技能－5 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

 ｃ）発電用原子炉設置者において、財産

（設備等）保護よりも安全を優先す

る方針が適切に示されていること。

適合対象外 

（2.4 に示すとおり，

申請施設は手順書の

整備、訓練の実施及び

体制の整備の要求事

項に係る設備ではな

いため） 

 ｄ）発電用原子炉設置者において、事故

の進展状況に応じて具体的な重大事

故等対策を実施するための、運転員用

及び支援組織用の手順書を適切に定

める方針であること。なお、手順書が、

事故の進展状況に応じていくつかの

種類に分けられる場合は、それらの構

成が明確化され、かつ、各手順書相互

間の移行基準を明確化する方針であ

ること。 

 ｅ）発電用原子炉設置者において、具体

的な重大事故等対策実施の判断基準

として確認される水位、圧力及び温

度等の計測可能なパラメータを手順

書に明記する方針であること。また、

重大事故等対策実施時のパラメータ

挙動予測、影響評価すべき項目及び

監視パラメータ等を、手順書に整理

する方針であること。 
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技能－6 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

 ｆ）発電用原子炉設置者において、前兆

事象を確認した時点での事前の対応

(例えば大津波警報発令時や、降下火

砕物の到達が予測されるときの原子

炉停止･冷却操作)等ができる手順を

整備する方針であること。 

適合対象外 

（2.4に示すとおり，

申請施設は手順書の

整備、訓練の実施及

び体制の整備の要求

事項に係る設備では

ないため） 

 ｇ）有毒ガス発生時の原子炉制御室及び

緊急時制御室の運転員、緊急時対策所

において重大事故等に対処するために

必要な要員並びに重大事故等対処上特

に重要な操作（常設設備と接続する屋

外に設けられた可搬型重大事故等対処

設備（原子炉建屋の外から水又は電力

を供給するものに限る。）の接続をい

う。）を行う要員（以下「運転・対処要

員」という。）の防護に関し、次の①か

ら③に掲げる措置を講じることが定め

られていること。 

 

 ① 運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃

度を有毒ガス防護のための判断基準

値以下とするための手順と体制を整

備すること。 
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技能－7 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

 ② 予期せぬ有毒ガスの発生に対応する

ため、原子炉制御室及び緊急時制御室

の運転員並びに緊急時対策所におい

て重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員のうち初動対応を

行う者に対する防護具の配備、着用等

運用面の対策を行うこと。 

適合対象外 

（2.4に示すとおり，

申請施設は手順書の

整備、訓練の実施及

び体制の整備の要求

事項に係る設備では

ないため） 

 ③ 設置許可基準規則第６２条等に規定

する通信連絡設備により、有毒ガスの

発生を原子炉制御室又は緊急時制御

室の運転員から、当該運転員以外の運

転・対処要員に知らせること。 

 

 ２．訓練は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重大

事故等対策は幅広い発電用原子炉施

設の状況に応じた対策が必要である

ことを踏まえ、その教育訓練等は重大

事故等時の発電用原子炉施設の挙動

に関する知識の向上を図ることので

きるものとする方針であること。 

 

 

  

372



技能－8 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

 ２．訓練は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重大

事故等対策は幅広い発電用原子炉施

設の状況に応じた対策が必要である

ことを踏まえ、その教育訓練等は重大

事故等時の発電用原子炉施設の挙動

に関する知識の向上を図ることので

きるものとする方針であること。 

適合対象外 

（2.4に示すとおり，

申請施設は手順書の

整備、訓練の実施及

び体制の整備の要求

事項に係る設備では

ないため） 

 ｂ）発電用原子炉設置者において、重大

事故等対策を実施する要員の役割に

応じて、定期的に知識ベースの理解向

上に資する教育を行うとともに、下記

３a）に規定する実施組織及び支援組

織の実効性等を総合的に確認するた

めの演習等を計画する方針であるこ

と。 

 

 ｃ）発電用原子炉設置者において、普段

から保守点検活動を自らも行って部

品交換等の実務経験を積むことなど

により、発電用原子炉施設及び予備品

等について熟知する方針であること。

 

 ｄ）発電用原子炉設置者において、高線

量下、夜間及び悪天候下等を想定した

事故時対応訓練を行う方針であるこ

と。 
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技能－9 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

 ｅ）発電用原子炉設置者において、設備

及び事故時用の資機材等に関する情

報並びにマニュアルが即時に利用で

きるよう、普段から保守点検活動等を

通じて準備し、及びそれらを用いた事

故時対応訓練を行う方針であること｡

適合対象外 

（2.4に示すとおり，

申請施設は手順書の

整備、訓練の実施及

び体制の整備の要求

事項に係る設備では

ないため） 

 ３．体制の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重大

事故等対策を実施する実施組織及び

その支援組織の役割分担及び責任者

などを定め、効果的な重大事故等対策

を実施し得る体制を整備する方針で

あること。 

 

 ｂ）実施組織とは、運転員等により構成

される重大事故等対策を実施する組

織をいう。 

 

 ｃ）実施組織は、工場等内の全発電用原

子炉施設で同時に重大事故が発生し

た場合においても対応できる方針で

あること。 
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技能－10 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

 ３．体制の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重大

事故等対策を実施する実施組織及び

その支援組織の役割分担及び責任者

などを定め、効果的な重大事故等対策

を実施し得る体制を整備する方針で

あること。 

適合対象外 

（2.4に示すとおり，

申請施設は手順書の

整備、訓練の実施及

び体制の整備の要求

事項に係る設備では

ないため） 

 ｂ）実施組織とは、運転員等により構成

される重大事故等対策を実施する組

織をいう。 

 

 ｃ）実施組織は、工場等内の全発電用原

子炉施設で同時に重大事故が発生し

た場合においても対応できる方針で

あること。 

 

 ｄ）支援組織として、実施組織に対して

技術的助言を行う技術支援組織及び

実施組織が重大事故等対策に専念で

きる環境を整える運営支援組織等を

設ける方針であること。 
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技能－11 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

 ｅ）発電用原子炉設置者において、重大

事故等対策の実施が必要な状況にお

いては、実施組織及び支援組織を設置

する方針であること。また、あらかじ

め定めた連絡体制に基づき、夜間及び

休日を含めて必要な要員が招集され

るよう定期的に連絡訓練を実施する

ことにより円滑な要員招集を可能と

する方針であること。 

適合対象外 

（2.4に示すとおり，

申請施設は手順書の

整備、訓練の実施及

び体制の整備の要求

事項に係る設備では

ないため） 

 ｆ）発電用原子炉設置者において、重大

事故等対策の実施組織及び支援組織

の機能と支援組織内に設置される各

班の機能が明確になっており、それぞ

れ責任者を配置する方針であること。

 

 ｇ）発電用原子炉設置者において、指揮

命令系統を明確化する方針であるこ

と。また、指揮者等が欠けた場合に備

え、順位を定めて代理者を明確化する

方針であること。 

 

 ｈ）発電用原子炉設置者において、上記

の実施体制が実効的に活動するため

の施設及び設備等を整備する方針で

あること。 

 

 

  

376
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実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

 ｉ）支援組織は、発電用原子炉施設の状

態及び重大事故等対策の実施状況に

ついて、適宜工場等の内外の組織へ通

報及び連絡を行い、広く情報提供を行

う体制を整える方針であること。 

適合対象外 

（2.4に示すとおり，

申請施設は手順書の

整備、訓練の実施及

び体制の整備の要求

事項に係る設備では

ないため） 

 ｊ）発電用原子炉設置者において、工場

等外部からの支援体制を構築する方

針であること。 

 

 ｋ）発電用原子炉設置者において、重大

事故等の中長期的な対応が必要とな

る場合に備えて、適切な対応を検討で

きる体制を整備する方針であること。
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2. 適合のための運用管理方針 

「１.要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための運

用管理方針を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための運用

管理方針を以下に示す。 

 

2.1 重大事故等対処設備に係る要求事項について 

①切替えの容易性 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等時において，本来の用途以外の用途として重大事

故等に対処するために使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えるために必要な手順等を整備することとしている。 

【技能－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における運用管理方針 

 圧縮減容装置は，重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ための設備ではなく，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるために

必要な手順等の整備が求められる設備ではないため，適合対象外である。 

 

②アクセスルートの確保 

既許可における運用管理方針 

既許可では，想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所

内の道路及び通路が確保できるよう実効性のある運用管理を実施することと

している。 

【技能－参考 1】 
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圧縮減容装置の設置時における運用管理方針 

 圧縮減容装置は，想定される重大事故等が発生した場合において使用する

設備ではない。また，既許可において圧縮減容装置が設置される固体廃棄物

作業建屋には屋内アクセスルートが設定されていない。このため，圧縮減容

装置の設置により，既許可における「想定される重大事故等が発生した場合

において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう実効性のある運用

管理を実施する」方針に影響を与えることはなく，適合対象外である。 

 

2.2 復旧作業に係る要求事項について 

①予備品等の確保 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等時において，重要安全施設の復旧作業を有効かつ

効果的に行うため，復旧作業に係る考慮事項として，予備品及び予備品への

取替のために必要な機材等を確保することとしている。 

【技能－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における運用管理方針 

 圧縮減容装置は，重要安全施設ではなく，予備品及び予備品への取替のた

めに必要な機材等の確保が求められる設備ではないため，適合対象外であ

る。 

 

②保管場所 

既許可における運用管理方針 
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 既許可では，重大事故等時において，重要安全施設の復旧作業を有効かつ

効果的に行うため，復旧作業に係る考慮事項として，予備品等を外部事象の

影響を受けにくい場所に保管することとしている。 

【技能－参考 1】 

 

圧縮減容装置の設置時における運用管理方針 

 圧縮減容装置は，重要安全施設ではなく，予備品等を外部事象の影響を受

けにくい場所に保管することが求められる設備ではないため，適合対象外で

ある。 

 

③アクセスルートの確保 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等時において，重要安全施設の復旧作業を有効かつ

効果的に行うため，復旧作業に係る考慮事項として，設備の復旧作業のた

め，発電所内の道路及び通路を確保することとしている。 

【技能－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における運用管理方針 

 圧縮減容装置は，重要安全施設ではなく，設備の復旧作業のため，発電所

内の道路及び通路を確保することが求められる設備ではないため，適合対象

外である。 

 

2.3 支援に係る要求事項について 

既許可における設計方針 

 既許可では，重大事故等に対して事故収束対応を実施するため，発電所内

であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，燃料等）によ
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り，重大事故等対策を実施し，事故発生後 7 日間は継続して事故収束対応

を維持できるようにすることとしている。 

 関係機関等と協議及び合意の上，外部からの支援計画を定め，協力体制が

整い次第，プラントメーカ及び協力会社からは，事故収束手段及び復旧対策

に関する技術支援や要員派遣等の支援並びに燃料供給会社からは燃料の供給

を受けられるようにすることとしている。なお，資機材等の輸送に関して

は，迅速な物資輸送を可能とするとともに中長期的な物資輸送にも対応でき

るように支援計画を定めることとしている。 

発電所外であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備と同種の設

備，予備品，燃料等）について支援を受けることによって，発電所内に配備

する重大事故等対処設備に不具合があった場合の代替手段及び燃料等の確保

を行い，継続的な重大事故等対策を実施できるよう事象発生後 6 日間まで

に支援を受けられる体制を整備することとしている。 

【技能－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における運用管理方針 

 圧縮減容装置は，重大事故等発生後７日間の事故収束対応の維持に係る設

備ではない。このため，「関係機関等と協議及び合意の上，外部からの支援

計画」や「継続的な重大事故等対策を実施できるよう事象発生後 6 日間ま

でに支援を受けられる体制を整備」についても求められない。以上より，確

認対象外としている。 

 

2.4 手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備に係る要求事項について 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるように，手順書を整

備し，教育及び訓練を実施するとともに，災害対策要員（当直（運転員），
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自衛消防隊を含む重大事故等に対処する要員から構成される。）を確保する

等の必要な体制を整備することとしている。 

【技能－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における運用管理方針 

 圧縮減容装置は，重大事故等に対処する設備ではないため，適合対象外で

ある。 
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技能－参考 1 

既許可 本文十号 ハ項「重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力」 
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